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地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進 

に係る検討会（第３回） 議事概要 

 

○開催日時： 令和２年１２月１８日（金）１３：００～１５：００ 

○開催場所： 中央合同庁舎第２号館 ８階 第１特別会議室 

○出席者 

【座長】 

庄司 昌彦  武蔵大学社会学部メディア社会学科教授(※) 

【構成員】 

石井夏生利  中央大学国際情報学部教授(※) 

楠  正憲  Japan Digital Design 株式会社 Chief Technology Officer 

千葉 大右  船橋市総務部情報システム課課長補佐 

原田  智  京都府政策企画部情報政策統括監 

弘中 秀治  宇部市総合戦略局 ICT・地域イノベーション推進グループ リーダー(※) 

森  浩三  神戸市企画調整局情報化戦略部長 

藪内 伸彦  田原本町総務部総務課課長補佐 

山口 功作  合同会社側用人代表社員 

吉本 明平  一般財団法人全国地域情報化推進協会企画部担当部長 

 

【幹事】 

大村 慎一  総務省地域力創造審議官 

黒瀬 敏文  総務省大臣官房審議官 

(新型コロナウイルス感染症対策・地域振興担当) 

神門 純一  総務省自治行政局地域力創造グループ地域情報政策室長 

田中 良斉  総務省自治行政局行政経営支援室長 

谷口 謙治  総務省自治行政局公務員部女性活躍・人材活用推進室長 

金澤 直樹  総務省情報流通行政局地域通信振興課長 

 

【オブザーバー】 

森 麻理子  内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室参事官補佐 

笹野  健  内閣官房番号制度推進室・内閣府番号制度担当室参事官 

佐藤 勝己  地方公共団体情報システム機構研究開発部長 

川島 正治  全国知事会調査第一部長(※) 

内村 義和  全国市長会行政部長(※) 

小出 太朗  全国町村会行政部長(※) 

澤  俊彦  指定都市市長会主査(※) 

(※)はオンライン参加 
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議題 

１ 開会 

２ 議事 

（１）行政手続のオンライン化、デジタル人材の確保について 

（２）情報システムの標準化について 

（３）ＡＩ・ＲＰＡについて 

（４）テレワークの導入について 

（５）自治体ＤＸ推進計画骨子について 

（６）意見交換 

３ 閉会 

 

議事概要 

（行政手続のオンライン化、デジタル人材の確保について） 

【事務局説明】 

 

（情報システムの標準化について） 

【事務局説明】 

 資料１のとおり説明。 

 

（ＡＩ・ＲＰＡについて） 

【事務局説明】 

 資料２のとおり説明。 

 

（テレワークの導入について） 

【事務局説明】 

 資料３-１、資料３-２、資料３-３のとおり説明。 

 

（自治体ＤＸ推進計画骨子について） 

【事務局説明】 

 

（意見交換） 

【情報システムの標準化について】 

○標準準拠システムを使うことが決まると、自治体クラウドにより共同利用するメリット

が今までより減るのではないか。すでに単独クラウドでもコストの削減が見込めるため、

あえて共同化しない団体もあり、標準化の検討にあたっては、自治体クラウドの取り組み

も考慮して進める必要があるのではないか。 

○自治体の業務機能の標準化に加えて、システムの実装にかかるアーキテクチャ部分につ

いても踏み込んで検討すると良い。多くの自治体の情報システムでは、業務横断で使われ

る職員認証や宛名等の共通機能を「共通基盤」として集約しており、標準準拠システムへ

の実装方法がそれぞれのベンダーの裁量に任されるのであれば、その共通機能についても

標準仕様の検討を行うことが有効ではないか。 
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○共通基盤に関連して、５～１０社が縦割りで一からクラウドシステムの特性を理解し、

対応するのも多くの無駄が発生するため、大きな方向性として、ＳｏＲ（System of Record）

のレイヤーのアーキテクチャをある程度まで共通化することが重要。ベンダーによる標準

準拠システム開発のスケジュールに大きく影響するため、早めに検討・整理すべきではな

いか。 

○情報システムの標準化に伴い、各ベンダーが標準仕様に準拠したシステムを開発するこ

とになるが、ベンダー間の競争環境が、価格面などの限定的な競争のみとなるのではない

か。 

 

【ＡＩ・ＲＰＡについて】 

○ＲＰＡは、自治体の情報システムの標準化が実現し、情報システム間でデータ連携が可

能となれば不要となるものであること、また、大規模自治体であれば処理件数が多いため、

ＲＰＡによる自動化のメリットを享受できるが、中小規模自治体では効果が出にくいこと

から、ＲＰＡ導入団体数や普及率を数字目標とするのは適切ではないのではないか。 

○今後、Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄの導入により自治体の多くの情報システムがクラウド化され

ると、システム間の接続にＲＰＡを活用することが想定される。自治体の職員数減少に伴

い、現行のシステムに対しても、自動化を採用する必要性は増してくるため、長期的に「Ｒ

ＰＡ導入団体数」は注目していくべき指標。 

○複数の自治体でＡＩ・ＲＰＡを共同利用する場合、参加する複数の団体を取りまとめる

必要があるが、すでに複数団体で共同利用型のクラウドを運用している団体もあれば、単

独でクラウド利用している団体もあるため、どのようにＡＩ・ＲＰＡの共同利用を進める

かが課題。 

 

【テレワークの導入について】 

○テレワーク導入のノウハウを提供するだけではなく、インフラの提供も含めて、自治体

が安全にテレワークできる環境を提供していくことが重要ではないか。 

○Ｊ－ＬＩＳと情報処理推進機構（ＩＰＡ）との共同実証実験について、自治体ＬＧＷＡ

Ｎ接続系端末によるテレワークを可能とするＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスは、非常に使い

勝手がよかった。ライセンスがもし無償で提供されるようであれば、コロナ対策の一つと

して、より多くの自治体での活用が見込まれるのではないか。 

 

【業務改革について】 

○業務の改善・改革をする際、自治体では現状の法制度を前提に行うため、限界がある。

標準化に向けて、自治体の基幹業務システムに手を入れるタイミングはＢＰＲ実現の好機

であるため、現行の手続自体の見直し（職権対応でよい手続の整理など）を含め、制度の

改革も併せて検討が必要ではないか。 

○制度を設計するのは国だが、業務を組み立てるのは自治体であり、何が業務運用のボト

ルネックになっているのかという知見が自治体には蓄積されていることから、アイディア

ボックスのような仕組みを検討し、「どの制度（規制）が障壁になっているか」という情

報を自治体から収集・蓄積して、国が把握できるような仕組みを作り、定期的に棚卸しを

すると良いのではないか。 


